
 

 それから、お医者さん達は「ミスをしました。ごめんなさい」ということを進んでお

っしゃるという事が殆どありません。被害が起きた時「自分は悪くなかった」という弁

解を真っ先に言う側面があります。心からの反省の言葉も謝罪の言葉もないということ

で、これも又患者さんを苦しめることになります。 

 

 再発防止については、想像して頂ければわかると思います。一番大切な人を失った時

にお金が幾ら貰えるということは考えないですね。そう言う人に私はお会いしたことが

ない。やはり原状回復、それから真相究明、反省謝罪があってしかるべきで、二度と同

じことを繰り返してほしくないという気持ちが非常に強いわけです。自分の大切な人が

亡くなったにも拘らず、何の反省もなく、教訓も生かされず、また同じことを繰り返し

て失敗しそうだとなると、自分の愛した人の死がいかにも軽んじられ意味のないものに

されているような感じがします。ところが、「こういうふうに反省をし、二度とこうい

う事故は起こさないようにするから許して下さい」というようにおっしゃれば気持ちは

まだ慰謝されるのです。 

 多くの薬害の人達が街でいろいろと活動されますけれども、そういう時に「ノー・モ

ア・スモン」等とおっしゃって薬害を二度と繰り返してほしくないという気持ちを強く

訴えられます。それは自分の受けた被害が社会化されて、社会の中で生かされ再発防止

に何か役立つということが大事だと考えているからなのです。 

 

 五番目に損害賠償の問題ですが、医療過誤がありお医者さんのミスがあって被害が発

生したというような場合に、やはりご主人が亡くなったりして生活の面で困られること

が多いわけです。働けなくなったりもします。そういう意味で賠償が必要になります。 
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